
ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ），
ストーカー行為等及び児童虐待の被害者保護の
ために，住民票・戸籍の附票の請求を制限します。

旭川市

ＤＶ，ストーカー行為等及び児童虐待の被害者を保護するための支援措置として，
加害者からの住所確認を目的とした，住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関する
請求・申出を制限します。
この支援措置の申出ができるのは，ＤＶ，ストーカー行為等及び児童虐待の被害

者で，警察署等の相談機関から支援が必要と認められた方です。

支 援 措 置 の 内 容

加害者からの住所確認を目的 ○ 加害者からの交付請求・
とした次の請求・申出を制限 申出を制限します。
します。

○ 第三者からの申出につい
ては，厳格な審査をします。

○ 住民票の写しの交付
支援が実施 ○ 代理人，使者，郵送によ

○ 戸籍の附票の写しの交付 されると る請求は，原則受付しませ
ん。

○ 住民基本台帳の一部の写
しの閲覧 ○ 被害者本人が住民票の写

し等の交付請求をする場合
は，原則として運転免許証
などの写真付きの本人確認
書類を提示していただきま
す。

手 続 き の 流 れ

③支援の必要性確認
・警察署
・配偶者暴力相談支援センター
・児童相談所等

①相談

④支援可否の通知 旭川市

ＤＶ・ストーカー行為等・児童虐待 (市民課)

の被害者
②申出

関係市町村
・住所地

⑤支援措置の通知・本籍地
・その他

【支援期間】１年間（延長希望の場合は，支援終了の１か月前から申出できます。）
市外に転出した場合は，転出先で改めて申出が必要です。



申 出 の 手 続 き

【対象者】 相談機関等に相談して支援の必要性が認められる次の方

Ａ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害者で，暴力によりその生命又は身体に危害を受ける
おそれがある方

Ｂ ストーカー行為等の被害者で，更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
Ｃ 児童虐待の被害者で，再び児童虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じ

るおそれがある方
Ｄ その他ＡからＣに準ずる被害を受けた方

・上記の被害者と同一の住所の方に限り，併せて支援を求めることができます。
・保護命令決定書の写し又はストーカー規制法に基づく警告等実施書面のある方は，相談機関への相談
は不要です。

・対象者が１５歳未満又は成年被後見人である場合は，法定代理人のみが申出できます。
※児童虐待の被害者については，児童相談所長，被害者の監護に当たる児童福祉施設の長，里親等が
代理人となることができます。（手続きに必要な書類については，市民課へお問合わせください。）

【申出先】
旭川市役所市民課 旭川市７条通９丁目総合庁舎１階３番窓口（電話：２５－６２０４）
受付時間 ８時４５分～１７時１５分（木曜日は１９時まで）

【手続きに必要なもの】
①支援措置申出書 ②下記の確認書類
③保護命令決定書の写し又はストーカー規制法に基づく警告等実施書面（発行されている方のみ）

来庁者 確 認 書 類

対象者本人 ・運転免許証，マイナンバーカード，健康保険証など

法定代理人
・対象者との関係を確認できるもの（戸籍謄本など）
・運転免許証，マイナンバーカード，健康保険証など

任意代理人
・委任状
・運転免許証，マイナンバーカード，健康保険証など

申出の受付後，相談機関に支援の必要性について確認します。
支援の必要性が認められると，他市町村で交付する現住所が記載された証明書の請求も制限されます。

【相談機関等】
警察関係（ＤＶ・ストーカー被害者相談）

番号 名 称 所 在 地 電話番号（内線）

1 北海道警察旭川方面本部生活安全課 １条通２５丁目 ３５－０１１０(3023)

2 旭川中央警察署生活安全課 ６条通１０丁目 ２５－０１１０(262)

3 旭川東警察署生活安全課 １条通２５丁目 ３４－０１１０(267)

行政関係（ＤＶ被害者相談）

番号 名 称 所 在 地 電話番号

1 上川総合振興局内配偶者暴力相談支援センター 永山６条１９丁目 ４６－５０８１

2 旭川市女性相談室（配偶者暴力相談支援センター）７条通１０丁目（第二庁舎） ２５－６４１８

行政関係（児童虐待被害者相談）

番号 名 称 所 在 地 電話番号

1 北海道旭川児童相談所 １０条通１１丁目 ２３－８１９５

2 旭川市家庭児童相談室（子ども総合相談センター） １０条通１１丁目（旧常盤中）２６－５５００

民間団体関係（ＤＶ被害者相談）

番号 名 称 電話番号

1 社会福祉法人旭川隣保会トキワの森 ５５－７０６１

2 ウィメンズネット旭川 ２４－１３８８


